
分
も
含
ま
れ
て
お
り
、
実
際

の
経
営
状
況
と
差
異
が
あ
る

も
の
と
想
定
さ
れ
る
。。

　
診
療
所
、
２
０
０
床
未
満

の
病
院
で
算
定
さ
れ
て
い
る

「
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
」
の

対
象
疾
患
か
ら「
糖
尿
病
」「
脂

質
異
常
症
」「
高
血
圧
症
」
が

除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
に
合
わ

せ
、「
特
定
疾
患
処
方
管
理
加

算
」
か
ら
も
３
疾
病
が
除
外

さ
れ
た
。

　
生
活
習
慣
病
管
理
料
の
見

直
し
も
行
わ
れ
、
今
ま
で
の

生
活
習
慣
病
管
理
料
を
「
Ⅰ
」

と
し
、
新
た
に
検
査
等
が
算

定
で
き
る
「
生
活
習
慣
病
管

理
料
（
Ⅱ
）」（
３
３
３
点
）

を
新
設
し
２
本
立
て
と
し
た
。

厚
労
省
は
「
特
定
疾
患
療
養

管
理
料
」
か
ら
除
外
さ
れ
た

３
疾
病
の
受
け
皿
と
し
て「
生

活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅱ
）」
へ

の
移
行
を
促
し
て
い
る　
　
。

　

現
行
の
生
活
習
慣
病
管
理

た
生
活
習
慣
病
管
理
料
（
Ⅱ
）

へ
移
行
を
誘
導
し
て
い
る
が
、

外
来
管
理
加
算
の
併
算
定
不

可
、
特
定
疾
患
処
方
管
理
加

算
対
象
除
外
な
ど
患
者
１
人

当
た
り
で
は
減
額
と
な
る
。

　
今
回
の
改
定
は
医
療
従
事

者
へ
の
賃
上
げ
が
大
き
な
点

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
対
応

と
し
て
「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評

価
料
」
が
新
設
さ
れ
た
が
、

生
活
習
慣
病
管
理
の
見
直
し

で
賃
上
げ
分
の
財
源
を
確
保

出
来
な
い
可
能
性
が
あ
る
。

昨
今
の
物
価
高
の
あ
お
り
を

受
け
、
医
療
機
関
の
経
営
状

況
が
厳
し
い
中
、
生
活
習
慣

病
管
理
料
の
見
直
し
に
よ
り

更
な
る
影
響
が
出
る
の
で
は

な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

　
今
回
の
改
定
は
広
範
囲
に

及
ぶ
上
、
細
か
い
変
更
が
さ

れ
て
い
る
。今
後
発
出
さ
れ
る

疑
義
解
釈
や
事
務
連
絡
な
ど

に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。 　

苫
小
牧
支
部
（
加
藤
茂
治

支
部
長
）
は
３
月
５
日
、
支

部
研
修
会
を
開
催
し
た
。

　
本
会
か
ら
は
橋
本
会
長
、

伊
藤
審
査
対
策
部
長
、
芦
田

総
務
部
長
が
参
加
し
た
。

　
伊
藤
審
査
対
策
部
長
は

「
２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬

改
定
の
ポ
イ
ン
ト
」
を
テ
ー

マ
に
講
演
を
行
い
、
本
改
定

に
お
け
る
主
要
項
目
の
変
更

点
や
全
体
像
に
つ
い
て
概
要

を
説
明
し
た
。

　
新
設
さ
れ
る
医
療
Ｄ
Ｘ
推

進
体
制
整
備
加
算
に
つ
い
て

は
、
オ
ン
資
等
確
認
シ
ス
テ

ム
の
導
入
や
レ
セ
プ
ト
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
の
実
施
、
電
子

処
方
箋
を
発
行
で
き
る
体
制

を
整
え
て
い
る
こ
と
な
ど
の

算
定
要
件
を
紹
介
し
た
。

　
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
に

つ
い
て
は
、
職
員
給
与
の
平

均
値
を
所
定
の
計
算
式
に
落

と
し
込
み
、
定
期
的
な
評
価

を
行
う
な
ど
業
務
が
煩
雑
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
と

解
説
し
た
。

　
と
く
に
内
科
系
診
療
所
に

大
き
な
影
響
が
あ
る
生
活
習

慣
病
管
理
料
に
つ
い
て
は
大

幅
な
見
直
し
と
な
っ
た
部
分

や
要
件
を
現
行
と
改
定
後
の

点
数
比
較
を
見
せ
説
明
し

た
。
　
講
演
後
、
参
加
者
か
ら
は

「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の

対
象
職
員
は
パ
ー
ト
も
含
め

る
の
か
」、「
医
療
Ｄ
Ｘ
の
加

算
要
件
に
あ
る
マ
イ
ナ
保
険

証
利
用
率
に
つ
い
て
、
具
体

的
な
実
績
値
は
示
さ
れ
て
い

る
の
か
」
な
ど
の
質
問
が
寄

せ
ら
れ
、
関
心
の
高
さ
が
う

か
が
わ
れ
た
。

ル
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
須
藤
臣
氏

を
迎
え
「
ダ
ン
ゼ
ン
有
利
な

共
済
制
度
で　
も
し
も
と
老

後
に
ム
ダ
な
く
備
え
る
！
」

を
テ
ー
マ
に
講
演
を
行
っ
た
。

　
は
じ
め
に
須
藤
氏
は
保
障

設
計
に
つ
い
て
解
説
。
健
康

保
険
の
高
額
療
養
費
制
度
や

遺
族
年
金
等
の
社
会
保
障
制

度
を
し
っ
か
り
把
握
し
た
上

で
、
掛
金
が
非
常
に
安
い
グ

ル
ー
プ
保
険
（
職
域
保
険
）

　
３
月
14
日
、
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
講
座
を
オ
ン
ラ
イ
ン
で
開

催
し
、
道
内
各
地
か
ら
会
員
・

家
族
の
他
、
未
入
会
会
員
も

含
め
多
数
参
加
し
た
。

　

講
師
に
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ

や
本
会
の
保
険
医
休
業
保
障

共
済
保
険
等
を
活
用
し
、
ム

ダ
の
な
い
保
障
額
を
考
え
る

こ
と
が
重
要
と
し
た
。

　
続
い
て
、
公
的
年
金
に
つ

い
て
も
詳
説
。
会
社
員
と
自

営
業
の
場
合
の
年
金
額
に
つ

い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
て
説

明
し
、
自
営
業
で
厚
生
年
金

に
入
っ
た
こ
と
が
な
い
場
合

は
自
分
で
年
金
商
品
等
を

使
っ
て
蓄
え
る
必
要
が
あ
る

と
訴
え
た
。

　
最
後
に
、
須
藤
氏
は
昨
今

話
題
の
新
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
に
も
触

れ
「
現
在
投
資
が
過
熱
し
て

い
る
が
、
投
資
を
す
る
タ
イ

ミ
ン
グ
が
大
切
。
特
に
年
齢

が
高
い
方
は
投
資
で
は
な
く

安
全
性
の
高
い
商
品
に
目
を

向
け
て
ほ
し
い
」
と
注
意
喚

起
し
た
。

　
今
回
も
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で
の
生

配
信
に
加
え
、
１
週
間
の
録

画
配
信
も
行
い
、
多
く
の
会

員
ら
が
視
聴
し
た
。
参
加
者

か
ら
は
「
大
変
勉
強
に
な
っ

た
。
も
う
一
度
聞
き
た
い
」

等
の
声
が
寄
せ
ら
れ
、
好
評

の
う
ち
に
終
了
し
た
。

料
は
月
１
回
の
受
診
と
療
養

計
画
書
の
策
定
が
算
定
要
件

と
な
っ
て
い
る
。
改
定
後
は

月
１
回
の
受
診
が
算
定
要
件

か
ら
外
れ
、
療
養
計
画
書
も

簡
略
化
さ
れ
算
定
を
し
や
す

く
し
た
と
し
て
い
る
が
、「
概

ね
４
カ
月
に
１
回
」
の
療
養

計
画
書
の
見
直
し
は
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、今
ま
で
療
養

計
画
書
等
の
作
成
要
件
の
無

か
っ
た
特
定
疾
患
療
養
管
理

料
を
算
定
し
て
い
た
医
療
機

関
か
ら
み
れ
ば
事
務
作
業
が

増
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
特
定
疾
患
療
養
管

理
料
は
月
２
回
算
定
が
出
来

た
が
生
活
習
慣
病
管
理
料
の

算
定
は
月
１
回
ま
で
。
外
来

管
理
加
算
も
併
算
定
が
不
可

と
さ
れ
た
。

　
管
理
料
の
点
数
の
み
を
み

れ
ば
増
点
と
な
っ
て
い
る
が
、

一
受
診
あ
た
り
の
診
察
料
を

含
め
た
全
体
の
点
数
で
比
較

し
た
場
合
、
合
計
で
減
算
と

な
る
た
め
、
と
く
に
内
科
系

診
療
所
で
は
大
き
な
影
響
を

受
け
る
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　
厚
労
省
は
生
活
習
慣
病
の

見
直
し
に
つ
い
て
、
特
定
疾

患
療
養
管
理
料
か
ら
３
疾
病

の
除
外
は
「
生
活
習
慣
病
管

理
料
」
と
重
複
し
て
い
る
か

ら
と
の
理
由
で
、
新
設
さ
れ

　
今
回
の
改
定
は
主
に
職
員

賃
上
げ
を
目
的
と
し
た
改
定

で
あ
り
、
本
体
改
定
率
プ
ラ

ス
０
・
88
％
と
し
た
も
の
の

大
部
分
は
医
療
従
事
者
等
の

賃
上
げ
に
資
す
る
措
置
分
と

し
て
充
て
ら
れ
た
。

　
一
方
で
、
厚
労
省
は
生
活

習
慣
病
を
中
心
と
し
た
管
理

料
、
処
方
箋
料
の
再
編
な
ど

を
行
い
、
効
率
化
・
適
正
化

の
名
目
で
改
定
率
マ
イ
ナ
ス

０
・
25
％
分
の
財
源
を
捻
出

す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
れ
は

昨
年
11
月
に
出
さ
れ
た
財
務

省
建
議
よ
り
、
診
療
所
の
経

営
状
況
は
極
め
て
良
好
と
さ

れ
た
の
が
背
景
に
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
、
建
議
で

示
し
た
財
務
省
の
調
査
に
は

新
型
コ
ロ
ナ
に
よ
る
補
助
金

は
診
療
報
酬
上
の
特
例
加
算

北 海 道 保 険 医 新 聞

　
２
０
２
４
年
度
の
診
療
報

酬
と
介
護
報
酬
お
よ
び
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
報
酬
の
ト

リ
プ
ル
改
定
に
際
し
て
、
厚

労
省
担
当
課
長
は
、
診
療
報

酬
改
定
は
現
場
と
改
定
担
当

部
局
が
対
話
を
す
る
２
年
間

に
わ
た
る
作
業
だ
と
述
べ
て

い
る
▼
し
か
し
、
現
場
に
と

っ
て
は
対
話
と
い
う
に
は
あ

ま
り
に
も
厳
し
い
も
の
で
あ

る
。
現
在
経
営
を
支
え
て
い

る
主
要
な
点
数
が
下
げ
ら
れ
、

医
療
や
介
護
に
と
っ
て
は
大

き
な
負
担
と
な
る
高
度
な
施

設
基
準
あ
る
い
は
多
く
の
時

間
を
要
す
る
内
容
が
求
め
ら

れ
て
い
る
▼
医
療
機
関
間
で

差
が
付
か
な
い
項
目
を
下
げ

て
そ
の
分
を
高
度
な
医
療
資

源
に
振
っ
て
い
る
た
め
平
均

よ
り
も
高
い
と
こ
ろ
は
良
く

な
る
一
方
、
低
い
と
こ
ろ
は

下
が
る
。
制
度
に
よ
っ
て
は

運
営
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ

ば
指
定
取
り
消
し
も
あ
る
厳

し
い
措
置
で
あ
る
。
今
回
は

触
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
な

い
く
ら
い
、
入
院
、
外
来
、

在
宅
と
多
岐
に
わ
た
り
様
々

な
改
定
項
目
が
あ
る
内
容
と

な
っ
て
い
る
▼
ま
た
、
医
療

従
事
者
の
賃
上
げ
な
ら
び
に

医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
を
掲
げ
て

い
る
。
経
営
努
力
で
な
ん
と

か
ス
タ
ッ
フ
を
抱
え
て
い
る

現
状
に
、
レ
セ
プ
ト
オ
ン
ラ

イ
ン
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確

認
、
電
子
処
方
箋
で
さ
ら
に

重
い
負
荷
が
の
し
か
か
っ
て

く
る
。
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●
日
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り
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

●
共
済
制
度
運
営
委
員
会

解
説
「
発
熱
患
者
対
応
に
関

す
る
特
例
点
数
、
廃
止
」

…
面
２

●
共
済
案
内
「
共
済
制
度
加
入

で
ま
さ
か
に
備
え
る
」

●
…
面
３

●
…
面
４図

●
会
員
訪
問

読
後
感

●

　

２
０
２
４
年
度
診
療
報
酬
改
定
が
３
月
５
日
、
厚
労
省
よ
り
告

示
・
通
知
さ
れ
た
。
大
き
な
変
更
点
で
あ
る
生
活
習
慣
病
管
理
料

に
係
る
項
目
は
多
く
の
医
療
機
関
に
影
響
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
今
回
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
に
つ
い
て
概
要
と
問
題
に
つ
い

て
説
明
す
る
。

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
見
直
し

生
活
習
慣
病
管
理
料（
Ⅱ
）へ
移
行
を
促
す

図 生活習慣病管理料Ⅱに移行した場合

※再診料は増点となるが、外来管理加算、特定疾患処方管理加算は「生活習慣病管理料（Ⅱ）」
　に含まれ、合計点数は減算となる。

（診療所に月1回来院した場合）
現　　行

合　　計

再診料 73点

処方箋料 68点

484点

見
直
し
の
背
景

（
道
）

糖
尿
病
・
脂
質
異
常
症
・

　
　

高
血
圧
症
の
除
外

生
活
習
慣
病
管
理
料（
Ⅱ
）

外来管理加算 52点
特定疾患療養管理料 225点

特定疾患処方管理加算2 66点

改定後

合　　計

再診料 75点

処方箋料 60点

468点

生活習慣病管理料（Ⅱ） 333点

も
し
も
と
老
後
に

　
　

ム
ダ
な
く
備
え
る
た
め
に

ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
座

▲講師の須藤 臣 氏

診療報酬改定について研修
苫小牧支部研修会



用
者
の
診
療
実
績
等
に
係
る

要
件
に
つ
い
て
は
、
２
０
２

３
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
に

当
該
保
険
医
療
機
関
等
が
対

象
医
療
機
関
等
で
あ
っ
た
月

が
含
ま
れ
る
場
合
（
主
に
直

近
１
年
間
の
実
績
が
要
件
と

な
る
場
合
）、
新
型
コ
ロ
ナ
受

入
れ
期
間
を
除
外
し
同
等
の

期
間
を
遡
及
、
ま
た
は
、
除

外
し
て
平
均
値
を
求
め
る
こ

と
と
す
る　
　
　
　
　
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
医
療

提
供
体
制
に
つ
い
て
、
外
来

対
応
医
療
機
関
の
指
定
・
公

表
の
仕
組
み
は
３
月
31
日
で

終
了
。
４
月
よ
り
「
感
染
症

の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者

に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法

律
」
の
一
部
が
改
正
さ
れ
、

患
者
の
入
院
受
け
入
れ
や
発

熱
外
来
、
自
宅
療
養
者
等
の

外
来
医
療
・
在
宅
医
療
を
担

当
す
る
「
第
一
種
及
び
第
二

種
協
定
指
定
医
療
機
関
」
が

新
設
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
治
療

薬
及
び
入
院
患
者
の
医
療
費

に
か
か
る
公
費
負
担
医
療
は

３
月
31
日
で
終
了
し
、
４
月

か
ら
は
通
常
の
保
険
診
療
自

己
負
担
額
の
取
扱
い
と
な
る
。

と
く
に
、
コ
ロ
ナ
治
療
薬
は

高
額
で
あ
る
た
め
、
外
来
で

処
方
す
る
際
は
十
分
な
説
明

が
必
要
と
な
る
。

　
４
月
以
降
は
、
病
床
確
保

料
を
廃
止
し
、
確
保
病
床
に

た
よ
ら
な
い
形
で
入
院
患
者

を
受
け
入
れ
る
通
常
の
医
療

提
供
体
制
と
な
る
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
検
査
に
つ
い

て
、
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い

者
が
多
く
入
院
・
入
所
す
る

医
療
機
関
、
高
齢
者
施
設
、

障
害
者
施
設
に
お
い
て
陽
性

者
が
発
生
し
た
場
合
、
同
室

な
ど
周
囲
の
者
や
、
従
事
者

へ
の
集
中
的
検
査
を
都
道
府

県
等
が
実
施
し
た
場
合
、
行

政
検
査
と
し
て
取
り
扱
っ
て

き
た
が
、
３
月
31
日
で
終
了

す
る
。
な
お
、
今
後
の
行
政

検
査
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
を
含

む
感
染
症
全
般
に
つ
い
て
、

実
施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県

等
に
お
い
て
そ
の
必
要
性
や

範
囲
等
を
判
断
し
つ
つ
実
施

す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

◇　

◇　

◇

　
昨
年
10
月
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
取

扱
い
を
見
直
し
、
特
例
点
数

の
減
算
、
公
費
負
担
額
の
縮

小
が
さ
れ
て
き
た
が
、
一
部

の
取
扱
い
を
除
き
３
月
31
日

で
終
了
と
な
っ
た
。
特
例
点

数
に
つ
い
て
は
一
部
、
６
月

１
日
に
実
施
さ
れ
る
診
療
報

酬
改
定
の
新
点
数
で
評
価
さ

れ
る
項
目
が
あ
る
が
、
４
月

か
ら
５
月
31
日
ま
で
は
新
型

コ
ロ
ナ
罹
患
患
者
に
対
す
る

診
療
報
酬
上
の
評
価
は
な
い

状
態
で
あ
る
。
引
き
続
き
高

度
な
感
染
対
策
を
実
施
し
た

う
え
で
診
療
を
行
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
現
場
の

負
担
が
増
え
る
と
考
え
る
。

あ
っ
た
場
合
の
取
扱
い
に
つ

い
て
は
、
５
月
31
日
ま
で
延

長
さ
れ
る
。

　
地
域
包
括
診
療
加
算
及
び

地
域
包
括
診
療
料
の
施
設
基

準
に
規
定
す
る
慢
性
疾
患
の

指
導
に
係
る
適
切
な
研
修
に

つ
い
て
、
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
、
研
修
に
係
る
施

設
基
準
を
満
た
せ
な
い
場
合

の
取
扱
い
は
、
２
０
２
５
年

４
月
５
日
に
終
了
と
な
る
。

　
一
定
期
間
の
実
績
を
求
め

る
要
件
並
び
に
患
者
及
び
利

し
出
来
高
算
定
で
き
る
経
過

措
置
が
設
け
ら
れ
た
。

　
入
院
料
の
施
設
基
準
で
あ

る
「
月
平
均
夜
勤
時
間
数
」、

「
看
護
要
員
の
数
お
よ
び
比
率

等
」
に
１
割
以
上
の
変
動
が

以
前
よ
り
入
院
し
て
い
る
患

者
に
つ
い
て
は
、
入
院
日
に

か
か
わ
ら
ず
４
月
か
ら
通
常

の
診
療
報
酬
の
取
扱
い
と
な

る
。
た
だ
し
、　　
　
　
　
に

掲
げ
る
包
括
点
数
か
ら
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
関
連
検
査

及
び
新
型
コ
ロ
ナ
治
療
薬（
抗

ウ
イ
ル
ス
剤
・
薬
）
を
除
外

　
発
熱
患
者
対
応
に
関
す
る

も
の
及
び
コ
ロ
ナ
罹
患
患
者

に
関
す
る
入
院
の
特
例
点
数

は
全
て
３
月
31
日
を
も
っ
て

廃
止
さ
れ
た
。
コ
ロ
ナ
罹
患

患
者
に
つ
い
て
、
３
月
31
日
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厚
労
省
は
３
月
５
日
、
４
月
以
降
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
係
る
診
療
報
酬
上
の
取
扱
い
、
施
設
基
準
の
取
扱
い
及
び
公
的

支
援
に
つ
い
て
事
務
連
絡
を
通
知
し
た
。
昨
年
10
月
に
取
り
扱
い
が

見
直
さ
れ
、
一
部
経
過
措
置
が
あ
る
も
の
の
、
４
月
か
ら
平
時
の
診

療
体
制
に
戻
る
こ
と
と
な
っ
た
。
概
要
を
説
明
す
る
。

表1 新型コロナ関連検査の取り扱い経過措置
（5/31まで）

図1 新型コロナ患者を受け入れた保険医療機関における「直近1年間の実績値」を求める対象期間

表2 新型コロナ治療薬関連の取り扱い経過措置
（5/31まで）

以下の医学管理、診療料、入院料等を算定する患者
については新型コロナ関連検査、判断料は別に算定
できる。

・

・

小児科外来診療料、地域包括診療料、認知症地域
包括診療料、小児かかりつけ診療料、生活習慣病
管理料、手術前医学管理料、在宅がん医療総合診
療料

（入院料）
DPC算定患者、療養病棟入院基本料や地域包括
ケア病棟入院料等、検査を包括する病棟や介護医
療院等に入院している患者

◇

「○」実績を求める対象とする通常月
「★」新型コロナ感染者受け入れた等、対象医療機関等に該当する月
「●」新型コロナ感染者受け入れた等、対象医療機関等に該当する月を控除し、実績を求める対象とする代用月

対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象とする期間から控除したうえで、控除した期間と同等の期間
を遡及して実績を求める対象期間とする
例）2023年4～6月に新型コロナ患者を受け入れた保険医療機関における、本年4月時点で「直近1年間の実績」を求める対象
　 とする期間

表
１
・
２

　
２
０
２
４
年
は
、
元
旦
の

能
登
半
島
地
震
と
２
日
の

航
空
機
衝
突
事
故
に
よ
り
、

保
険
業
界
に
と
っ
て
大
き

な
保
障
を
抱
え
て
の
始
ま

り
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
災
害
は
日
本
に
い
る

限
り
、
避
け
て
は
通
れ
ま
せ

ん
。
本
会
は
、
三
大
共
済
制

度
で
誰
に
で
も
降
り
懸
る

ま
さ
か
に
備
え
て
い
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
病
気
や
ケ
ガ

に
備
え
る
「
保
険
医
休
業
保

障
共
済
保
険
」（
以
下
「
休

保
」）
は
１
９
７
０
年
に
神

奈
川
協
会
で
産
声
を
あ
げ

ま
し
た
。
一
人
の
医
師
が
病

10
年
平
均
で
36
％
戻
っ
て

い
ま
す
。
特
に
若
い
年
齢

で
入
る
と
断
然
掛
金
が
安

く
、
そ
れ
で
い
て
最
大
の
給

付
額
は
６
０
０
０
万
円
。
加

入
上
限
は
65
・
５
歳
で
、
75

歳
で
満
期
と
な
り
ま
す
。　

保
険
医
年
金
は
、
国
内
最
大

の
私
的
年
金
で
、
１
９
６
８

年
に
開
設
さ
れ
１
兆
３
千

億
円
の
保
有
額
で
す
。
投
資

信
託
と
異
な
り
、
複
数
の
生

命
保
険
会
社
に
預
け
て
い

る
た
め
、
利
率
も
安
定
し
て

運
用
し
て
い
ま
す
。
低
金
利

時
代
の
い
ま
驚
き
の
１
・
２

０
２
％
の
利
率
で
、
満
期
は

80
歳
と
長
い
の
も
特
徴
で

す
。
　
４
月
か
ら
募
集
を
行
っ
て

い
ま
す
。
是
非
こ
の
機
会

に
ご
加
入
く
だ
さ
い
。

気
に
な
り
、
当
時
は
公
的
に

も
私
的
に
も
休
業
を
保
障

す
る
制
度
が
な
く
、
生
活
保

護
受
給
者
と
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
境
遇
に
な
ら

な
い
よ
う
に
制
度
を
立
ち

上
げ
て
、
翌
年
、
奈
良
と
大

阪
、
さ
ら
に
愛
知
、
東
京
の

順
に
全
国
に
広
が
っ
て
い

き
ま
し
た
（
因
み
に
、
北
海

道
は
１
９
８
５
年
加
入
）。

　
元
来
、
共
済
制
度
は
、
営

利
目
的
で
は
な
い
た
め
、
基

本
的
に
掛
金
は
安
く
、
給
付

を
手
厚
く
運
営
し
て
い
ま

す
。
三
大
共
済
の
保
険
医
年

金
と
休
保
の
制
度
は
全
国

の
制
度
と
な
っ
て
い
る
た

め
、
北
海
道
を
離
れ
て
も
、

他
協
会
に
加
入
す
れ
ば
、
そ

の
ま
ま
継
続
で
き
ま
す
。
一

方
、
団
体
定
期
保
険
（
グ
ル

ー
プ
保
険
）は
１
年
契
約
で
、

各
協
会
単
独
で
運
営
し
て

い
る
た
め
、
所
属
協
会
で
加

入
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

休
保
は
35
歳
の
開
業
医

が
８
口
加
入
し
た
場
合
で
は

月
２
万
２
４
０
０
円
で
、
給

付
金
は
入
院
で
月
１
９
２
万

円
と
な
り
、
勤
務
医
３
口
加

入
で
は
、月
８
４
０
０
円
で
、

給
付
金
が
入
院
で
月
72
万
円

と
な
り
ま
す
。
通
算
５
０
０

日
と
、
さ
ら
に
長
期
療
養
で

２
３
０
日
と
長
期
に
わ
た
る

の
が
特
長
で
す
。
代
診
も
可

で
あ
り
、
運
よ
く
給
付
を
受

け
な
く
と
も
、
掛
金
の
２
割

程
度
の
返
戻
金
も
あ
り
ま

す
。
加
入
上
限
は
59
歳
で
、

75
歳
が
満
期
で
す
。

　
グ
ル
ー
プ
保
険
は
掛
け
捨

て
で
す
が
、
配
当
金
と
し
て

共済部長 菅野　保

共済制度加入で
　　　まさかに備える

共
済
案
内

新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
取
扱
い
の
見
直
し

発
熱
患
者
対
応
の
特
例
点
数

廃
止

解　　説診
療
報
酬
上
の

　
　
　
　

取
扱
い

施
設
基
準
の

　
　
　
　

取
扱
い

医
療
提
供
体
制
及
び

　

公
費
負
担
支
援
等

補
助
金
等
の
終
了

図
１
・
２

以下の医学管理、診療料、入院料を算定する患者については
新型コロナ治療薬を処方（抗ウイルス剤）、投与（抗ウイルス
薬）した場合は薬剤料を別に算定できる。

・小児科外来診療料、小児かかりつけ診療料、在宅時医学総
合管理料、施設入居時等医学総合管理料、在宅がん医療
総合診療料

・DPC算定患者、療養病棟入院基本料や地域包括ケア病棟
入院料等、注射を包括する病棟や介護医療院、介護老人
保健施設において抗ウイルス薬を投与した場合。

【新型コロナ治療薬（抗ウイルス剤）を処方した場合、算定可】

【新型コロナ治療薬（抗ウイルス薬）を投与した場合、算定可】

前年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月

本年
1月

● ● ● ★ ★ ★ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

図2 新型コロナ患者を受け入れた保険医療機関における「直近1年間の実績平均」を求める対象期間

◇

「○」実績を求める対象とする通常月
「■」新型コロナウイルス感染者受け入れた等、対象医療機関等に該当する月（平均値より除外）
（注）2023年10月以降は、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた保険医療機関等であっても、通常の取り扱いが必要で
　　あり、実績を求める対象とする期間から除外できない。

対象医療機関等に該当する期間については、実績を求める対象期間から除外した平均値を求める
例）2023年4～6月に新型コロナ患者を受け入れた保険医療機関における、本年4月時点での「直近1年間の実績」の平均を求
　 める対象とする期間
前年
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

本年
1月 2月 3月

■ ■ ■ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

◯

（注） （注） （注） （注） （注） （注）
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話
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ
る
。

つ
ま
り
死
の
直
前
ま
で
お
い

し
く
食
べ
て
安
ら
か
に
逝
く

の
が
理
想
的
な
の
だ
。
そ
こ

で
噛
め
な
く
な
っ
た
高
齢
者

に
は
通
院
支
援
や
訪
問
診
療

を
し
て
何
と
か
噛
め
る
よ
う

に
す
る
。
職
業
柄
そ
の
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

考
え
て
し
ま
う
。

　
し
か
し
、
高
齢
者
医
療
の

現
場
に
い
る
と
噛
め
な
い
の

に
「
こ
の
ま
ま
で
い
い
」
と

い
う
人
た
ち
も
い
る
。
受
療

率
の
向
上
が
遍
く
高
齢
者
の

幸
せ
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う

か
。
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し

て
み
た
。

高
齢
に
な
る
ほ
ど
歯
科
受

療
率
は
減
少
し
て
い
く
。
あ

る
勉
強
会
で
「
高
齢
者
の
歯

科
受
療
率
の
低
下
を
在
宅
医

療
だ
け
で
解
消
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
題

提
起
を
し
た
。
そ
の
最
中
に
、

以
前
読
ん
だ
こ
の
本
の
こ
と

を
ふ
と
思
い
出
し
た
。

　
「
ピ
ン
ピ
ン
コ
ロ
リ
」
の

歯
科
版
と
し
て
「『
昨
日
食

べ
た
漬
物
お
い
し
か
っ
た

ね
』
と
言
っ
て
息
を
引
き

と
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
逸

里
見
清
一
著

新
潮
新
書

（
Ｒ
・
Ｔ
）

し
て
先
に
開
業
さ
れ
た
先
輩

方
か
ら
の
親
身
な
ア
ド
バ
イ

ス
を
い
た
だ
け
る
機
会
に
も

恵
ま
れ
、
前
院
長
先
生
の
頃

よ
り
当
院
で
勤
め
て
い
る
ス

タ
ッ
フ
の
頑
張
り
な
ど
、
私

自
身
は
未
熟
な
が
ら
も
周
囲

の
方
々
に
支
え
ら
れ
て
、
大

き
な
ト
ラ
ブ
ル
な
く
診
療
に

集
中
出
来
て
い
ま
す
。

―

診
療
で
心
が
け
て
い
る
こ
と

　
は緑

内
障
の
よ
う
に
初
期
の

病
期
で
は
自
覚
症
状
を
伴
わ

な
い
疾
患
な
ど
も
あ
り
、
分

か
り
や
す
い
言
葉
で
、
患
者

さ
ん
の
病
状
を
正
し
く
理
解

し
て
い
た
だ
く
こ
と
を
意
識

し
て
お
り
ま
す
。

―

ど
の
よ
う
な
医
院
を
目
指
し

　
て
い
ま
す
か

　
出
来
る
限
り
緑
内
障
で
悩

緑内障患者の力になりたい

秋元　亨介 先生
北１条田川眼科　札幌市・中央区153153

略歴
　北海道大学医学部を卒業。国立病院機
構北海道医療センターで初期研修を修了
し、北海道大学眼科学教室へ入局。北海道
大学病院、函館中央病院、北海道医療セン
ター等で眼科臨床経験を経て北１条田川
眼科の院長になる。

を
感
じ
て
い
ま
す
。

―

開
業
し
た
動
機
な
ど

当
院
は
北
海
道
大
学
客
員

臨
床
教
授
で
あ
っ
た
田
川
義

継
先
生
が
２
０
１
０
年
に
開

院
さ
れ
た
診
療
所
で
す
。
田

川
先
生
は
開
業
後
も
精
力
的

に
診
療
さ
れ
、
北
海
道
大
学

病
院
の
角
膜
専
門
外
来
で
も

ご
活
躍
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
２
０
２
２
年
６
月
に
ご

逝
去
さ
れ
て
し
ま
い
、
こ
の

度
院
長
と
し
て
継
承
さ
せ
て

―

ご
専
門
は

　
眼
科
診
療
全
般
を
行
い
ま

す
が
、
特
に
日
本
に
お
け
る

中
途
失
明
原
因
の
１
位
で
あ

る
緑
内
障
診
療
に
は
力
を
入

れ
て
い
ま
す
。
失
明
原
因
の

１
位
と
聞
く
と
大
変
恐
ろ
し

い
疾
患
の
よ
う
に
感
じ
ま
す

が
、
早
期
診
断
、
早
期
治
療

が
出
来
れ
ば
失
明
に
至
る
可

能
性
は
決
し
て
高
く
な
い
た

め
、
将
来
的
な
視
機
能
を
守

る
こ
と
に
非
常
に
や
り
が
い

い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
今
で
も
田
川
先
生
が
大

学
病
院
の
頃
よ
り
診
ら
れ
て

い
た
角
膜
疾
患
の
患
者
さ
ん

が
多
く
来
院
さ
れ
、
中
に
は

数
十
年
来
の
付
き
合
い
と
い

う
方
も
い
る
の
で
驚
き
で

す
。

―

開
業
後
苦
労
し
た
こ
と
や
嬉
し

　
か
っ
た
こ
と
な
ど
は

前
院
長
の
急
逝
に
伴
う
継

承
で
あ
っ
た
た
め
、
私
自
身

は
し
っ
か
り
と
綿
密
な
計
画

を
立
て
た
上
で
の
開
業
が
で

き
た
か
と
い
わ
れ
る
と
、
決

し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な

く
、
開
業
し
て
か
ら
諸
々
の

勉
強
を
す
る
よ
う
な
状
態
で

と
て
も
褒
め
ら
れ
た
も
の
で

は
な
い
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
幸
い
に

む
人
、
苦
し
む
人
の
力
に
な

り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め

に
、
自
分
自
身
の
知
識
の
研

鑽
と
医
療
機
器
の
充
実
を
図

っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。

　
ま
だ
ま
だ
眼
科
医
と
し
て

も
、
開
業
医
と
し
て
も
未
熟

で
あ
り
、
皆
様
に
は
ご
迷
惑

を
お
か
け
す
る
こ
と
も
多
々

ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も

精
進
し
て
参
り
ま
す
の
で
、

ご
指
導
ご
鞭
撻
の
ほ
ど
何
卒

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。   

―

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
緑
内
障
で
苦
し
ん
で
い
る
人

の
力
に
な
る
眼
科
医
と
し
て
、

是
非
今
後
も
ご
活
躍
い
た
だ

　
き
た
い
で
す
。

（
聞
き
手　
事
務
局
丸
岡
）

〈
主
な
協
議・検
討
事
項
〉

①（
３
／
25
）歯
科
新
点
数
検
討
会
開
催
に
つ
い
て

・開
催
内
容
の
確
認
等
を
行
っ
た
。
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド

  

開
催
で
会
場
参
加
は
限
定
１
０
０
名
。

  

動
画
配
信
は
４
月
末
ま
で
行
い
、疑
義
解
釈
等
は
Ｈ
Ｐ
、

  

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
等
で
案
内
す
る
こ
と
と
し
た
。

②
２
０
２
４
年
度
予
算
要
求
、活
動
方
針
、活
動
報
告

   

・
代
議
員
総
会
に
向
け
、
内
容
の
確
認
を
行
っ
た
。

③
２
０
２
４
年
度
歯
科
関
連
事
業
の
具
体
化
に
つ
い
て

   

・
全
体
の
開
催
事
業
に
つ
い
て
現
状
の
把
握
と
検

討
を
行
っ
た
。

   

・
各
種
届
出
に
係
る
講
習
会
（
６
〜
７
月
開
催
予

定
を
検
討
）

   

・
歯
科
市
民
集
会
（
秋
以
降
を
検
討
）

…

内
容
の
再
検
討
を
行
い
、
準
備
を
進
め
る
こ

    

と
と
し
た
。

③
そ
の
他

   

・
歯
科
保
険
診
療
研
究
（
４
／
５
号
）
の
確
認
を

行
っ
た
。

第
12
回
歯
科
部
担
当
理
事
会（
3
月
13
日
）

歯
科
部
だ
よ
り

※

次
回
２
０
２
４
年
度
第
1
回
歯
科
部
担
当
理
事
会

…

4
月
10
日（
水
）午
後
７
時

　
３
月
９
日｢

共
済
制
度
運
営

委
員
会｣

を
Ｗ
Ｅ
Ｂ
と
対
面
会

議
併
用
で
開
催
し
た
。
対
面

で
は
５
年
ぶ
り
の
開
催
で
、

道
内
各
地
か
ら
担
当
委
員
が

出
席
し
た
。

　
は
じ
め
に
橋
本
会
長
よ
り

「
本
会
の
共
済
制
度
は
会
員
に

と
っ
て
大
変
メ
リ
ッ
ト
の
あ

る
制
度
で
あ
る
が
、
若
い
先

生
へ
の
普
及
拡
大
に
効
果
が

上
が
っ
て
い
な
い
。
共
済
制

度
の
認
知
度
向
上
・
普
及
拡

大
の
た
め
に
も
忌
憚
の
な
い

意
見
を
伺
い
た
い
」
と
挨
拶

が
あ
っ
た
。

　
続
い
て
本
会
の
共
済
制
度

の
現
在
に
お
け
る
加
入
状
況

や
収
支
・
決
算
の
報
告
が
行

わ
れ
、
保
険
医
年
金・グ
ル
ー

プ
保
険
は
幹
事
会
社
で
あ
る

大
樹
生
命
・
富
国
生
命
よ
り

説
明
が
あ
り
、
順
調
に
推
移

し
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

た
。
　
最
後
に
休
保
制
度
に
つ
い

て
は
菅
野
共
済
部
長
か
ら
現

況
報
告
が
行
わ
れ
た
後
、
一

層
の
加
入
者
増
へ
の
協
力
を

お
願
い
し
、
閉
会
し
た
。

「
人
生
百
年
」と
い
う
不
幸

し
た
。

　
当
日
は
朝
早
く
か
ら
バ
ス

で
キ
ロ
ロ
リ
ゾ
ー
ト
へ
出
発
。

キ
ロ
ロ
リ
ゾ
ー
ト
の
あ
る
赤

井
川
村
は
前
日
か
ら
雪
が
降

り
続
く
あ
い
に
く
の
天
気
で
、

ゲ
レ
ン
デ
で
の
視
界
は
あ
ま

り
良
好
で
は
な
か
っ
た
も
の

の
、
ふ
か
ふ
か
の
良
い
雪
質

で
、
参
加
者
は
各
々
集
合
時

間
ま
で
存
分
に
ス
キ
ー
を
楽

し
ん
だ
。

　
５
年
ぶ
り
の
ス
キ
ー
ツ
ア

ー
に
参
加
者
か
ら
「
来
年
も

ぜ
ひ
参
加
し
た
い
」「
充
実
し

た
１
日
を
過
ご
す
こ
と
が
で

き
た
」
等
の
声
も
聞
か
れ
、

大
変
好
評
で
あ
っ
た
。

　
３
月
３

日
、
札
幌
支

部
・
石
狩
支

部
は
コ
ロ
ナ

禍
以
来
初
と

な
る
「
日
帰

り
ス
キ
ー
ツ

ア
ー
」
を
開

催
し
、
会
員

や
家
族
、
会

員
所
属
医
療

機
関
の
従
業

員
合
わ
せ
て

34
名
が
参
加

報

札
幌
支
部
・
石
狩
支
部
共
催
行
事

告

日
帰
り
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

2024年（令和6年）4月5日

　
３
月
３

日
、
札
幌
支

報

札
幌
支
部
・
石
狩
支
部
共
催
行
事

告

日
帰
り
ス
キ
ー
ツ
ア
ー

５
年
ぶ
り
に

　

ふ
か
ふ
か
の
雪
で
楽
し
む
！

▲到着後の参加者

休保制度は非営利だからコスパで圧倒！

突然の休業に備えていますか？

保険医休業保障共済保険

保険医会の休業保障制度なら！
自宅療養でも給付 入院は１日目から

加 　 入 　 日 2024年8月1日
お申込み締切日 5月25日

30～40代加入者の約5人に1人が給付を受けています
※休業保障制度　現在加入者給付実績　2023年5月末時点

（2024年1月1日現在）

※積立額は概算です。給付額は現時点では確定しておらず、変動（増減）する可能性があります。
※本制度へのご加入が短期間の場合には元本割れの可能性があります（月払：約４年１ヶ月／一時払：約２年０ヶ月）。

（経過期間） （経過期間）

（万円） （万円）

5年

600 603

例：月払10口（10万円）のご加入例 例：一時払10口（500万円）のご加入例

10年 20年 30年 5年

500万円→
　（掛金）

10年 20年 30年

＊給付金額例＊　49歳で加入…月額掛金１口：3,000円、30日間休業した場合

土日祝日・有休・
休診日も休業日に
含まれます

〇開業医で８口加入（月額掛金：24,000円）

自宅療養（免責３日）・・・129.6万円
入　　院（免責０日）・・・192 万円

〇勤務医で３口加入（月額掛金：９,000円）

自宅療養（免責３日）・・・48.6万円
入　　院（免責０日）・・・72 万円

加 　 入 　 日 2024年9月1日
お申込み締切日 6月25日

予定利率（最低保証利率）1.202％
受託生保会社の運用結果に関わらず、予定利率が最低保証されます

516 546 610
681

1200 1240
2400 2626

3600
4173

―共済制度運営委員会―
共済制度拡大に向けて 

※休業保障制度　現在加入者給付実績　2023年5月末時点

休診日も休業日に
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2024診療報酬改定
－外来環の廃止と分離評価－

　歯科外来診療環境体制加算（外来環）が廃止され、歯科外来
診療医療安全対策加算１・２（外安全）と歯科外来診療感染対
策加算１・２・３・４（外感染）に分離された。それぞれに施設基
準が設けられ、届出が必要となる。

　歯科診療所に関係するものは外安全１、外感染１・２となる。
以下に届出に必要な施設基準を示す。

　外感染１の人員基準では、「歯科医師１人かつ歯科衛生士も
しくは院内感染防止に係る研修を受けたものが１名以上配置」
となっており、要件が緩和された。

※④、⑥、⑦、⑧、⑨は2024年3月末時点で外来環１の届出をしている場合は、2025年5
　月末までは該当するものとみなす

※④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨、⑩、⑪は2024年3月末時点で外来環１の届出をしている場合は、　
2025年5月末までは該当するものとみなす（⑤に関しては外感染２のみ該当）

お問い合わせは、北海道保険医会事務局まで。　　 Tel 011-231-6281 　 Fax 011-231-6283 　 Eメール info＠h-hokenikai. com

医科・歯科スタッフのための

■日 時：5月11日(土)15時～18時（3時間）
■場　所：かでる2.7大会議室
　　　　 （札幌市中央区北2条西7丁目道民活動センタービル）
■講　師：矢川　美惠子　氏
　　　　 (ANAビジネスソリューション株式会社)
■対　象：医科・歯科スタッフ（ドクターも可）
■定　員：200名（定員になり次第締め切り）
■参加費：会員の医療機関 一人 1,000円
詳細は本号同封のちらしをご覧ください。

接遇・電話対応マナー講座

◎歯科診療所
・初診時
外安全１ 12点

① 歯科医療を担当する保険医療機関（病初診を除く）

外感染１ 12点
外感染２ 14点

・再診時
外安全１ 2点 外感染１ 2点

外感染２ 4点

◎病初診届出医療機関

【外安全１の施設基準】

・初診時
外安全２ 13点 外感染３ 13点

外感染４ 15点
・再診時
外安全２ 3点

④ 医療安全管理者が配置されている

② 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故等の医療安全対
策に係る研修を受けた常勤の歯科医師を１名以上配置

③ 歯科医師が複数名配置されている、または歯科医師お
よび歯科衛生士をそれぞれ１名以上配置

⑤ 安心・安全な医療提供を行うにつき十分な装置・器具等
を有しており、AEDの保有の院内掲示を行っている

⑥ 偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険
医療機関との事前の連係体制が確保されている

⑧ 緊急時の連係医療機関との連携方法など医療安全対策
にかかる院内掲示を行っている

⑦「日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例
収集等事業に登録することで継続的に医療安全対策等
にかかる情報収集を行っている」または「外来診療によっ
て発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、そ
の改善策を実施する体制を整備している」のいずれか

外感染３ 3点
外感染４ 5点

⑨ ⑧の掲示事項を原則としてウェブサイトに掲載している

【外感染１と外感染２の施設基準】

① 歯科医療を担当する保険医療機関（病初診を除く）

② 初診料の注１施設基準を届出している

④ 院内感染管理者が配置されている

⑧ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時の事業継続計
画を策定している

③ 歯科医師が複数名配置されている、または歯科医師が
１名以上配置されており、かつ、歯科衛生士もしくは院
内感染防止対策にかかる研修を受けたものが１名以上
配置されている

外感染１と２の共通項目

［外感染１］

⑤ 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯の切削時
等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保して
いる

⑥ 感染経路別予防策（個人防護具の着脱法等を含む）お
よび新型インフルエンザ等感染症等に対する対策・発
生動向等に関する研修を１年に１回以上受講している
常勤の歯科医師が１名以上配置されている

⑦ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に、当該感染
症の患者または疑似症患者を受け入れることを念頭
に、汚染区域や清潔区域のゾーニング等を行うことがで
きる体制を有する

⑩ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に当該地域に
おいて歯科医療を担当する別の保険医療機関から当該
感染症等の患者または疑似症患者を受け入れることを
念頭に連携体制を確保している

⑨ 新型インフルエンザ等感染症等の発生時に歯科外来診
療を円滑に実施できるよう、医科の保険医療機関との連
係体制が整備されている

⑪ 年に１回、感染経路別予防策および最新の新型インフ
ルエンザ等感染症等を含む感染症に対する対策・発生
動向等に関する研修の受講状況を地方厚生（支）局長
に報告している

外感染2のみの項目

点
数
表
改
定
の

　
　
　
　

ポ
イ
ン
ト

医科

特
別
価
格

３   

０
０
０
円

歯
科
診
療
報
酬
・
介
護
報
酬

２
０
２
４
年
改
定
の
要
点
と
解
説

歯科

特
別
価
格

２   

０
０
０
円


